
物品売払費積算書
次のとおり積算する。

※上段は変更前積算、下段は変更後積算を表示

1

台8

中型じん芥収集車④
（豊田８００さ１８０
９）

SDG-FD7JEAA

台9

中型じん芥収集車⑤
（豊田８００さ１９１
７）

TKG-FD9JEAA

1

1

台6

中型じん芥収集車②
（豊田８００さ１７９
１）

SDG-FD7JEAA

台7

中型じん芥収集車③
（豊田８００さ１８０
２）

SDG-FD7JEAA

1

1

台4

小型ワイドじん芥収集
車②（豊田８００さ２
１１９）

TKG-XZU700A

台5

中型じん芥収集車①
（豊田８００さ１６６
４）

BDG-FD7JEWA

1

1

台2

小型トラック②（豊田
４００す７４８）

LDF-KDY281

台3

小型ワイドじん芥収集
車①（豊田８００さ２
１１６）

TKG-XZU700A

1

台1

小型トラック①（豊田
４００す７４７）

LDF-KDY281

数量
単位

前回金額

1

前回
数量

数量
数量
単位

積算単価 積算金額名称 規格等 積算摘要

豊田市役所　清掃事業所　清掃業務課

令和8年3月31日

非該当
小型トラック等売払い　数量:9台

売払い物品

引渡場所

引渡期限

消費税率

単価契約区分

１０％

1/1



小型トラック等売払い仕様書 
  
 
１ 売払い期限    令和８年３月３１日 
 

 ２ 売払い⾞両   計９台 
 

①トヨタ トヨエース 小型トラック 
豊田４００す７４７（初度登録年月 平成２６年１月） 
⾛⾏距離 ３２９，６４９Ｋｍ（令和７年１０月２１日現在） 
燃料 ガソリン 

         ②トヨタ トヨエース 小型トラック 
豊田４００す７４８（初度登録年月 平成２６年１月） 
⾛⾏距離 ３０６，０２０Ｋｍ（令和７年１０月２１日現在） 
燃料 ガソリン 

         ③トヨタ ダイナ 小型ワイドじん芥収集⾞ 
豊田８００さ２１１６（初度登録年月 平成２５年８月） 
⾛⾏距離 ２３３，３８２Ｋｍ（令和７年１０月２１日現在） 
燃料 軽油 

         ④トヨタ ダイナ 小型ワイドじん芥収集⾞ 
豊田８００さ２１１９（初度登録年月 平成２５年８月） 
⾛⾏距離 ２４６，８５０Ｋｍ（令和７年１０月２１日現在） 
燃料 軽油 

         ⑤日野 レンジャー 中型じん芥収集⾞ 
豊田８００さ１６６４（初度登録年月 平成２３年７月） 
⾛⾏距離 ２８３，２９０Ｋｍ（令和７年１０月２１日現在） 
燃料 軽油 

         ⑥日野 レンジャー 中型じん芥収集⾞ 
豊田８００さ１７９１（初度登録年月 平成２４年２月） 
⾛⾏距離 ２６７，０１４Ｋｍ（令和７年１０月２１日現在） 
燃料 軽油 

         ⑦日野 レンジャー 中型じん芥収集⾞ 
豊田８００さ１８０２（初度登録年月 平成２４年２月） 
⾛⾏距離 ２９２，６０１Ｋｍ（令和７年１０月２１日現在） 
燃料 軽油 

         ⑧日野 レンジャー 中型じん芥収集⾞ 
豊田８００さ１８０９（初度登録年月 平成２４年３月） 
⾛⾏距離 ２５８，２６９Ｋｍ（令和７年１０月２１日現在） 
燃料 軽油 

         ⑨日野 レンジャー 中型じん芥収集⾞ 
豊田８００さ１９１７（初度登録年月 平成２４年８月） 
⾛⾏距離 ２６１，５３４Ｋｍ（令和７年１０月２１日現在） 
燃料 軽油 

 
 
         詳細は、別添⾃動⾞検査証等で確認のこと。 
 
 
 



３ 売払いの条件 
（１）売払い⾞両は、すべて現状のままでの引渡しとする。 
（２）契約決定者（以下「決定者」という。）は、契約締結後、市が発⾏する納⼊

済通知書（納付書）により、契約引渡期限までに代⾦を市に⽀払うものとす
る。 

（３）市が代⾦の納⼊を確認後、売払い⾞両を決定者に引き渡すものとする。代⾦
の納⼊の確認は、⾦融機関による領収印付の納⼊通知書（納付書）兼領収書
をもって⾏うものとする。 

（４）売払い⾞両の引渡しは、代⾦納付後１ケ月以内とする。 
（５）売払い⾞両の抹消登録等の各種諸⼿続きについては引渡し後かつ引渡し期限

までに⾏うこととし、すべて決定者の責任で⾏い、それに係るすべての費⽤
については、決定者の負担とする。 

（６） 抹消登録等確認のため、証明となる書類の写し抹消登録後速やかに提出す
ること。 

（７）売払い⾞両の文字や絵及び色は、文字や絵を消去後、塗り替えること。 
  ア 塗り替えは使⽤開始まで、若しくは引き渡し後とし、転売する場合は転売

前に実施すること。 
  イ 完了後は、メール等により写真を市に提出すること。 
  ウ 塗り替え等に係る費⽤は、決定者の負担とする。 
（８）決定者は売払い⾞両の各種諸⼿続きが完了後に、当該⾞両に契約不適合があ

ったことの発⾒を含め如何なる理由があっても、市に売払い代⾦の減額、損
害賠償の請求又は契約の破棄をすることはできないものとする。 

 
 ４ 売払い⾞両の確認 

（１）必ず現⾞確認を⾏うこと。 
（２）確認期間は、案件公表後から質問締切日までとする。 
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